
豊中市ＰＴＡ連合協議会 会則 

第１章 名  称 

第１条 本会は豊中市ＰＴＡ連合協議会と称する。 

 

第２章 定  義 

第２条 この会則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 

(1) 豊中市立小学校、中学校、義務教育学校のＰＴＡを単位ＰＴＡとする。 

 (2) 前号にあたる任意団体が無い学校については、学校長が認めたＰＴＡ資格を有する団体を

ＰＴＡに類する団体とすることができる。 

 (3) 前各号にあたる任意団体の総称を単位ＰＴＡ等とする。 

 

第３章 目  的 

第３条 本会の目的は次のとおりとする。 

 (1) 本会に所属する単位ＰＴＡ等相互の連絡調整を図り、単位ＰＴＡ等並びに豊中市ＰＴＡ全

体の健全なる発展に寄与する。 

 (2) 豊中市立学校並びに地域社会の教育環境の向上に努める。 

 (3) 教育問題について、本会に所属する単位ＰＴＡ等の会員の関心を深めると同時に、家庭教

育の振興を図る。 

 

第４章 方  針 

第４条 本会は次の方針に基づいて活動する。 

 (1) 単位ＰＴＡ等の自主活動を尊重し、相互の啓発と親善を図る。 

 (2) 本会は教育を本旨とする自主独立のものであって、他の団体からの支配、統制、干渉を受

けない。 

 (3) 本会は特定の政党や宗教に偏ることなく、また、営利を目的とする行為は行わない。 

 

第５章 活  動 

第５条 本会は第３条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

 (1)会議や研修等の活動によって単位ＰＴＡ等の会員に研修と相互研鑽の機会を設けるととも

に、相互の親睦を深める。 

 (2) 単位ＰＴＡ等が抱える広域的な問題等について協議し、関連する団体や機関と懇談等を行

い、その解決に努める。 

 (3) 国や自治体に働きかけ、学校教育の充実並びに地域教育環境の整備充実を図る。 

 (4) 青少年の教育と福祉のために活動する団体及び機関と協力する。 

 (5) 各種調査研究、情報交換、また資料作成とその提供を行う。 

 (6) その他、目的達成のために必要な活動を行う。 

 

第６章 構  成 



第６条 本会は単位ＰＴＡ等をもって構成する。 

第７条 各単位ＰＴＡ等は本会の目的達成のため互いに努力するものとする。 

 

第７章 代 議 員 

第８条 本会は所属する単位ＰＴＡ等の会長を代議員とし、総会を構成する。 

第９条 代議員の任期は毎年５月１日から翌年４月末日に至る１年間とする。ただし、各単位Ｐ

ＴＡ等において新年度代議員が選出されるまでは、その任にあたる。 

 

第８章 役員・顧問 

第１０条 本会は次の役員をおく。 

 (1) 会長       １名 

 (2) 副会長兼会長代行 ２名 

 (3) 副会長兼書記   １名 

 (4) 副会長兼会計   １名 

 (5) 副会長      若干名 

第１１条 役員の任務は次のとおりとする。 

 (1) 会長は本会を代表して会務を統括する。ただし、本会の代表権及び常務の一部について、

会長の選任する役員にその処理を委任することができる。また会長は、総会、役員会を招集

し、各協議会、各種会合や事業の報告を受ける。 

 (2) 会長代行は会長を補佐し、会長に事故ある時は代理を務める。また、会長代行２名はそれ

ぞれブロック協議会担当副会長、委員会担当副会長とする。 

 (3) 書記は本会の議事並びに本会の活動に関する事項を記録、保管する。 

 (4) 会計は本会の会計事務にあたり、総会において会計報告を行う。 

第１２条 本会は前年度の役員の中より若干名の顧問をおくことができる。 

第１３条 役員並びに顧問の任期は、毎年５月１日から翌年４月末日に至る１年間とする。ただ

し、新年度役員並びに顧問が選出されるまでは、その任にあたる。 

 

第９章 役員・会計監査委員の選出 

第１４条 本会の役員・会計監査委員の選出は次の方法によって行う。 

 (1) 各ブロック協議会においてブロック長及び副ブロック長を互選する。 

 (2) 各ブロック長及び副ブロック長に前年度役員若干名を加えて役員選出委員会を構成し、役

員を互選する。ただし、委員長には前年度会長があたる。 

 (3) 役員選出委員会において、単位ＰＴＡ等の会長または副会長の中から副会長若干名と会計

監査委員２名を推薦、指名する。 

 (4) 副会長並びに会計監査委員は、役員選出委員会の推薦を受けて会長が委嘱する。 

 (5) 役員並びに会計監査委員は総会において承認される。 

 (6) ただし、推薦が困難な場合はこの限りではない。 

 

第１０章 会議及び組織 



第１５条 本会はその目的達成のために次の会議及び組織を設置する。 

 (1) 総会 

 (2) 役員会 

 (3) 協議会 

 

第１１章 総  会 

第１６条 総会は本会の最高議決機関であり、代議員たる単位ＰＴＡ等の代表(会長)をもって構

成し、参集のほか、書面や電磁的記録等で開催することができる。 

第１７条 総会は定時総会と臨時総会とし、会長が招集する。 

 (1) 定時総会 

  定時総会は毎年３回開催し、役員・会計監査委員の承認、活動計画・予算案の承認、活動報

告・決算報告・会計監査報告の承認、その他重要事項の審議を行う。 

 (2) 臨時総会 

  臨時総会は役員会が必要と認めた場合、または代議員の３分の１以上の要求があった時には

開催することができる。 

第１８条 総会は代議員の過半数の出席（委任状を含む）によって成立し、議決は別に定める事

項を除き出席者の過半数によって行う。 

第１９条 代議員は所属単位ＰＴＡ等の役員その他を代理人として、総会における議決権を委任

することができる。 

 

第１２章 役 員 会 

第２０条 役員会は本会の執行機関として、次の任務を行う。 

 (1) 総会で決定された事項を執行し、緊急事項はその都度審議、処理する。 

 (2) 各協議会から提起された議題について審議あるいは協議する。 

 (3) 各協議会において企画立案された活動計画・予算案、並びに活動報告・決算報告などを検

討し、総会に提出する。 

第２１条 役員会は原則として毎月１回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた

場合あるいは構成員の３分の１以上の要求があった時は、臨時役員会を開催することができ

る。 

 

第１３章 協 議 会 

第２２条 本会は次の協議会を設置する。 

 小・中・義務教育学校ＰＴＡ協議会。ただし、活動を円滑に推進するために、小・中・義務教育

学校を複数ブロック（例：北東部・北中部・北西部・東部・西部・南部）に分割して協議会活動

を行うものとする。 

第２３条 協議会は第５条の活動を推進する中で、次の役割を持つ。 

 (1) 本会と単位ＰＴＡ等の連絡と連携に努め、定例会議を開催して相互の情報交換や諸問題の

協議を行い、活動の充実を図る。 

 (2) 研究会や懇談会等を開催し、その円滑な実行に努める。 



第２４条 協議会の構成は次のとおりとする。 

 (1) 各協議会はそれぞれ所属する単位ＰＴＡ等の会長またはその代行者をもって構成する。 

 (2) 第２２条の各協議会に会長１名、副会長若干名をおき、ブロック長がその任にあたる。 

第２５条 各協議会は原則として月１回定例会議を開催するものとし、ブロック長がこれを招集

する。 

 

第１４章 委 員 会 

第２６条 会長は役員会の承認を得て、委員会を設置することができる。 

第２７条 委員会は委員会担当副会長が招集し、随時開催する。 

 

第１５章 会  計 

第２８条 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入をもってまかなう。ただし、必要に応じ

て臨時会費を徴収することができる。 

第２９条 会費は１単位ＰＴＡ等あたり児童・生徒１名につき年額４０円とする。 

第３０条 会費は、毎年７月２０日までに納入するものとする。 

第３１条 本会の会計年度は、毎年５月１日に始まり、翌年４月末日に終わる。 

 

第１６章 会計監査 

第３２条 本会の会計を監査するため、会計監査委員２名をおき、その選任は第１４条にしたが

う。 

第３３条 会計監査委員はその年度の会計を随時監査し、その結果を総会において報告する。 

 

第１７章 会則の改正 

第３４条 本会の会則は、総会において出席者の３分の２以上の同意を得て改正することができ

る。 

 

第１８章 退会 

第３５条 退会を希望する単位ＰＴＡ等は、その旨を本会に通知し、原則として未納の会費はこ

れを納入の上、退会することができる。但し、やむを得ない理由がある場合は役員会でその

処遇を決めることができる。 

 

第１９章 事 務 局 

第３６条 本会の事務局は豊中市教育委員会事務局社会教育課内におく。 

 

第２０章 そ の 他 

第３７条 本会則に規定のない事項については、役員会においてこれを定める。 

 

 

 



 

附 則 

昭和３１年１１月１０日制定、昭和４７年１２月１６日改正、昭和４９年１２月１４日改正 

昭和５１年 ３月２７日改正、昭和５２年 ２月２６日改正、昭和５５年 ５月２７日改正 

昭和６２年 ６月 ８日改正、昭和６３年 ３月２６日改正、平成 元年 ３月２５日改正 

平成 元年 ６月 ９日改正、平成 ４年 １月 ８日改正、平成 ４年 ３月２１日改正 

平成 ５年 １月 ８日改正、平成 ５年 ４月 ３日改正、平成１２年 ３月２５日改正 

平成１５年 ６月２１日改正、平成１８年 ３月２５日改正、平成２３年 ６月１１日改正 

平成２７年 ３月２１日改正、平成２９年 ６月１０日改正、平成３０年 ３月１７日改正 

平成３１年 ４月 １日改正、令和 ５年 ４月 １日改正、令和 ６年 ５月 １日改正 

令和 ６年 ６月２２日改正、令和 ７年 ３月１５日改正 


